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「指定介護老人福祉施設」 

重要事項説明書 
 

 

 

 

 

 

当施設はご入所者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。 

 

施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを 

次の通り説明します。 

 

 

※当施設への入所は、原則として要介護認定の結果 

「要介護3以上」と認定された方が対象となります。 

 

 

 

 

 

 

施設名 特別養護老人ホームいなみ 

住所 南砺市井波 1310番地 1 

電話番号 0763-82-7040 
 

  

社会福祉法人福寿会 
 

令和 6年 4月作成 

  

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（富山県指令高第570号） 
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令和 6年4月1日作成 

１．施設経営法人 

（１）法人名    社会福祉法人 福寿会 

（２）法人所在地  富山県南砺市松原６７８番地1 

（３）電話番号   ０７６３-２３-２９１０ 

（４）代表者氏名  理事長  田中 幹夫 

（５）設立年月   昭和４７年１２月１日 

（６）基本理念   入所者の尊厳の保持と自立支援を通し豊かな生活に貢献し、幸せに生涯を過ごせる

街づくりを地域住民と共に進めます。 

（７）基本方針   1. 尊厳の保持と自立支援のため、質の高い安全な福祉サービスを公平に提供します。 

          1. 家族や地域住民との信頼関係を築き、自宅や地域での生活の継続を支援します。 

          1. 共助を構築し、自助や互助を支援し、公助に協力し、地域包括ケアに貢献します。 

          1. 職員一人ひとりが自己研鑽と資質向上に努め、地域に求められる法人運営を図り

ます。 

 

２．ご入所施設 

（１）施設の種類    指定介護老人福祉施設・平成１２年３月３１日指定 富山県指令高第570号 

（２）施設の名称    特別養護老人ホーム いなみ（事業所番号 1672000286） 

（３）施設の所在地   富山県南砺市井波１３１０番地１ 

（４）電話番号     ０７６３－８２－７０４０ 

（５）施設長（管理者） 氏名     吉田 雅彦 

（６）施設のモットー  入所者の人権を保健・福祉・医療の連携、地域及び地域住民との連携の強化に努め、

高齢者が地域社会において安心して生活を送ることができるよう支援いたします。

又、入所者の生活支援において、家庭的な雰囲気の中、地域とのふれあいや個々の

生活スタイルに配慮し、その人らしい生活ができる暮らしを目指します。そして常

に誠意をもって質の高いサービスが提供できるよう、職員の研修･研究により専門

性の向上に努めます。 

（７）開設年月     平成１２年４月１日 

（８）入所定員     ８０人 

（９）建物の構造    鉄骨コンクリート造一部鉄骨 地上２階建（耐火建築） 

（10）建物の延べ床面積 6,085.42㎡ 

（11）周辺環境     住宅街 南砺市民病院 南砺市井波市民センター 井波中学校 近隣 

 

３．居室の概要 

（１）居室等の概要 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室（1人部屋） 16室 従来型個室 トイレの場所：居室内 

2人部屋 10室 多床室   トイレの場所：居室外 

4人部屋 11室 多床室   トイレの場所：居室外 

合  計 37室  

食堂 1室 81.26㎡ 

食堂 兼  

地域交流室 

1室 213.26㎡ 

機能訓練室 1室 34.20㎡ 

機能訓練室兼  

談話室 

1室 40.30㎡ 

デイルーム 1室 87.09㎡ 
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相談室 １室  

浴室 2室 特殊浴槽・一般浴 

医務室 1室  

静養室 1室 10.51㎡ 

 

４．職員体制 

職名 業務内容 配置数 配置基準 

施設長（管理者） 施設全体の管理監督 1名 1名 

医師（嘱託） 診察、健康管理 1名 1名 

介護支援専門員 施設サービス計画の作成など 1名以上 1名以上 

生活相談員 生活相談、連絡調整 1名以上 1名以上 

介護職員 日常生活介護全般 27名以上 24名以上 

看護職員 健康管理 3名以上 3名以上 

機能訓練指導員 機能訓練 1名以上(兼務) 1名以上 

管理栄養士 献立作成、栄養指導 栄養ケア計画の作成 1名以上 1名以上 

 

<主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

１． 医師 毎週金曜日 9：30～11：30 

２． 介護支援専門員 平日のみ 8：30～17：30  

３． 生活相談員 平日のみ 8：30～17：30  

４． 介護職員 変形労働時間制  

５． 看護職員 日中 8：30～17：30、9:00～18:00 

６． 機能訓練指導員 平日のみ 8：30～17:30  

      

☆土日祝日、年末年始は上記と異なります。 

 

５．当施設が提供するサービス、利用料金および支払方法 

（１）当施設では、ご入所者に対して下記のサービスを提供します。 

 項 目 サービス内容 

施設サービス計画の立案 ・個々の状態に応じた計画を立案します。 

栄養ケアプランの作成 ・血液データやBMI値などの医療情報を基に、管理栄養士が栄養ケアマ

ネジメントし計画書を作成します。 

食事 ・管理栄養士の立てる献立表により、栄養と入所者の身体状況及び嗜好

を配慮した食事を提供します。 

・食事時間 朝食  7：30～ 8：30 

      昼食 12：00～13：00 

      夕食 18：00～19：00 

食事はできるだけ離床して食堂で食べていただけるように配慮します。 

排泄 ・入所者の状況に応じて適切な排泄介助をおこなうと共に、排泄の自立

についても適切な支援をおこないます。 
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入浴 ・年間を通じて、週２回以上の入浴または清拭をおこないます。 

・寝たきりなどで座位のとれない方は、入浴機器を用いての入浴が可能

です。 

生活介護 ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、食事や排泄等をおこなうよう配慮します。 

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容がおこなわれるよう支援しま

す。 

・清潔な寝具を提供します。 

・シーツ、枕カバー、包布交換は、週１回おこないます。ただし、必要

な場合はその都度交換いたします。 

健康管理 ・定期健康診断（年１回） 

・血圧、検温などの健康チェック 

・嘱託医師による診察日を月１回以上設けて健康管理に努めます。 

・医療の必要性の判断は、嘱託医師または協力医療機関の医師がおこな

います。 

・医療が必要と判断された場合は、速やかに通院もしくは入院していた

だきます。この場合は、入所者またはご家族の判断と責任も必要とな

ります。 

・緊急の場合には、ご家族等関係者と連携の上、医療機関などに責任を

持って引き継ぎます。 

機能訓練・生活リハビリ ・機能訓練指導員・介護職員・看護職員等が共働し、入所者の状況に適

した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。 

・手芸、貼り絵など生活リハビリを取り入れ、心理的機能低下を防止す

るよう努めます。 

生活相談 ・入所者およびご家族からの相談について、誠意を持って応じ、可能な

限り必要な支援をおこなうよう努めます。 

（相談窓口）施設介護支援専門員、生活相談員 

余暇活動 ・施設での生活を実りあるものとするため、適宜レクリエーションを企

画します。 

① クラブ活動 

② 季節行事 

③ 2大行事 （夕涼み会、文化祭） 

理髪 ・理髪店の出張による理髪サービスを実費にてご利用いただけます。 

日常生活品等の購入代行 ・入所者及びご家族が自ら購入が困難な場合は施設の購入代行サービス

をご利用いただけます。 

行政手続き代行 ・行政機関への手続きが必要な場合、入所者やご家族の状況によっては

代行しておこないます。 

金銭などの管理 ・金銭などの管理が困難な場合はお預かりいたします。 

・現金預かり（預かり金規程あり） 

（２）利用料金 

利用料金については、別表１、２、３をご確認ください。 

（３）利用料金のお支払方法 

利用料金のお支払方法については、別表４をご確認ください。 
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６．協力医療機関および協力歯科医療機関について 

①協力医療機関 

医療機関の名称 南砺市民病院 

所在地 富山県南砺市井波９３８番地 

診療科 内科 

②協力歯科医療機関 

医療機関の名称 エントランス歯科 

所在地 富山県砺波市庄川町青島１８８‐３ 

   

  なお、上記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。また、上記医療

機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。 

 

７．サービスの利用方法 

（１）施設入所の申し込み、書類の確認、面談 

（２）申し込み書記載内容の評価 

（３）入所検討委員会での協議、優先名簿の作成 

（４）入所の意向確認と状況再確認のための面談 

（５）受入対応の可否を決定 

（６）入所契約 

 

８．入所契約の手続き 

（１）身元引受人（連帯保証人）の設定 

  ①身元引受人（連帯保証人）の負担は、極度額1,100,000円を限度とします。 

  ②身元引受人（連帯保証人）が負担する債務の元本は、契約終了時に確定するものとします。 

  ③身元引受人（連帯保証人）の請求があったときは、事業所は、身元引受人に対し、遅滞なく、   

利用料等の支払い状況や滞納金の額、損害賠償の額等、入所者のすべての債務の額等に関する 

情報を提供します。 

（２）必要な書類など 

① 介護保険被保険者証 

② 後期高齢者医療被保険者証 

③ 諸制度手帳 

④ 諸制度医療証 

⑤ 主治医紹介状 

（３）その他お持ちいただくもの 

① 印鑑 

② 衣類、身のまわり品など 

 

９．施設サービスが提供できない場合 

（１）入院して医療・治療が必要と判断された場合 

（２）施設として適切なサービスを提供することが困難な場合 

 

１０．退所の手続き 

（１）入所者のご都合で退所される場合 

・ 事前にお申し出下さい。 

（２）自動終了 

     以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 
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イ． 入所者が他の介護保険施設に入所した場合 

    (例えば、老人保健施設、療養型病床施設) 

ロ． 介護保険給付で、サービスを受けていた入所者の要介護度認定区分が、「非該当」または

「要支援、要介護１、要介護２」と認定された場合 

          ＊この場合、所定の期間（要介護認定期間）の経過をもって退所していただくことになり

ます。 

ハ． 入所者がお亡くなりになった場合 

（３）その他の退所 

イ． 入所者が、サービス利用料金の支払いを、３ヵ月以上遅延し、料金を支払うよう催告し

たにもかかわらず、相当期間以内に支払わない場合、または入所者やご家族などが、事

業者や事業者の使用する従業者、または他の入所者に対して、この契約を継続し難いほ

どの生命・身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為をおこなった場合。 

ロ． 入所者が、病院または診療所に入院し、明らかに３ヵ月以内に退院できる見込みがない

場合、または入院後３ヵ月経過しても退院できないことが明らかになった場合。なお、

この場合、退院後に再度入所を希望される場合はお申し出下さい。 

ハ． やむを得ない事情により、当施設を閉鎖または縮小する場合は、契約を終了し、退所し

ていただく場合がございます。 

 

１１．入所にあたっての留意事項 

事  項 内          容 

面会 ・面会時間 ８：３０～１９：３０ 

それ以外の時間帯の面会についてはご相談下さい。 

外出、外泊 ・行き先と帰所時間、食事の有無などの必要事項を職員にお申し出下さい。 

所持品の持ち込み ・備え付けの収納に納まる程度とさせていただきます。施設電源を使用する電気機

器等を持ち込まれた場合には、電化製品持ち込み料（別表３）をいただきます。 

電気機器例：テレビ・電気毛布・電気あんか等 

嘱託医師受診料 

薬代金 

・嘱託医師の受診料、薬局薬代金は当施設とは直接の関係はありませんが、便宜上、

施設利用料と同様に振替の手続きを行ないます。 

施設外での受診 ・嘱託医師、協力病院の医師の指導ではなく、ご自身の希望で他の医療機関を受診

する場合は、ご家族でお願いいたします。また、診察結果、処方薬などは職員に

お知らせ下さい。 

宗教・政治活動 ・施設内で他の入所者に対する宗教活動および、政治活動はご遠慮下さい。 

食べ物の持ち込み ・持ち込みの際は健康管理上、必ず職員にお尋ね下さい。 

ハラスメント ・職員への暴言、暴力（怒鳴る、物を投げつける、たたくなど）、性的言動（必要

もなく身体を触る、卑猥な言動を繰り返す、住所や電話番号を何度も聞くなど）

には入所中止の対応をとる場合があります。 

※認知症の行動・心理症状や精神疾患などの起因する行為の場合はハラスメントに

含まれません。 

 

１２．要介護認定の申請に係る支援 

（１）入所者が希望する場合は、要介護認定の申請を代わっておこないます。 

 

１３．サービス提供の記録 

（１）入所者ご自身に関する施設サービス実施記録を閲覧できます。   

（２）入所者ご自身に関する施設サービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。 

（３）施設サービス実施記録はその完結の日から５年間事業所で保管します。 
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１４．看取り時の支援 

看取り時の支援については別表６をご確認ください。 

 

１５．退所時の支援 

契約の終了により入所者が退所する際には、入所者およびそのご家族の希望、入所者が退所後

に生活なされることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な支援をおこないます。 

 

１６．秘密保持の厳守 

(１) 事業者および事業者の使用する従業者は、サービス提供をする上で知り得た入所者およびそ

のご家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、従業者

の雇用契約終了後も同様といたします。 

(２) 入所者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業等に対し、入所者の個人

情報を提供いたしません。 

 

１７．緊急時の対応方法 

入所者の病状に急変が生じた場合は、速やかに嘱託医師に連絡をとり、指示を得て対処するも

のとします。容体の変化などがあった場合は、医師に連絡するなど必要な処置を講ずるほか、

ご家族の方に速やかに連絡いたします。（別表４５） 

 

１８．事故の予防と発生時の対応 

（１）事業者は従業者に安全対策担当者を選任し、介護の事故防止活動に取り組みます。また、サー

ビス提供をする上で事故が発生した場合に、事故前の状況及び事故分析などを行い、事業者が

一体となって再発防止に努めます。 

（２）事故が発生した場合には、応急処置および緊急受診などの必要な処置を講ずるほか、ご家族の

方に速やかに連絡いたします。また、状況に応じて保険者及び富山県厚生部へ速やかに報告い

たします。 

 

１９．非常災害対策 

(１)  防災時の対応        消防計画書 

(２)  防災設備            火災報知器、スプリンクラー、消火栓等の消防設備を備えています。 

(３)  防災訓練            年２回の防災訓練を実施します。 

 

２０．虐待防止のための措置に関する事項 

（１）事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとす

る。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を

図ること。 

② 虐待の防止のための指針を整備すること。 

③ 職員に対し、虐待の防止のため研修を定期的に（年２回以上）実施すること。 

④ 上記に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

（２）虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村等関係者に報告を

行い、事実確認のために協力する。また、当該事案の発生の原因と再発防止策について、速や

かに虐待防止検討委員会にて協議し、その内容について、職員に周知するとともに、市町村等

関係者に報告を行い、再発防止に努めるものとする。 
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２１．サービス内容に関する相談・苦情 

入所者からの相談、苦情に対応する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する入所者

の要望、苦情に対し、迅速に対応いたします。 

 

(１)  当施設ご入所者相談・苦情担当 

  (担当者) 施設介護支援専門員・生活相談員 

      開 貴視 中田 純子 原田 佳子 

受付時間  月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００ 

また､ ご意見箱を特別養護老人ホームいなみ 施設内に設置しています｡  

苦情については、問題点を把握し、対応策を検討して必要な改善を行います。 

寄せられたご意見や苦情に対して関係機関と相談しながら、申し出人と誠意を持って話し合い 

合意が得られるように努めます。 

なお法人として、第三者委員会を設置しています。 

委員・水口 幹夫  長谷川 光徳  大村 元 

 

(２)  当施設以外に、行政機関その他の機関でも苦情を受け付けています。 

南砺市役所 

地域包括ケア課 

地域包括支援センター 

所在地 （〒932－0293）南砺市北川166－１ 

電話番号 23－2034・FAX 82－4657 

受付時間 平日8：30～17：15 

砺波地方介護保険組合 

 

 

所在地 （〒939－1392）砺波市栄町７番３号 

電話番号 34－8333・FAX 34－8334 

受付時間 平日8：30～17：00 

富山県国民健康保険団体連

合会 

所在地（〒930－8538）富山市下野字豆田 995番地の3 

電話番号 076－431－9833・FAX 076－431－9834 

受付時間 平日9：00～17：00 

富山県福祉サービス運営適

正化委員会 

所在地（〒930－0094）富山市安住町5番 21号 

電話番号 076－432－3280 

受付時間 平日9：00～16：00 

 

２２．介護サービス情報の公表について 

当施設では第三者による調査を受けていません。介護サービス情報は「介護サービス情報の公

表」制度による公表を行っています。これらの情報は、指定情報公表センターなどのホームペ

ージでご覧いただくことができます。 

 

２３．施設の併設事業 

     当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

    [短期入所生活介護]平成１２年３月３１日指定 富山県指令高第406号  定員30名 

    [通所介護]    平成１１年１２月１日指定 富山県指令高第313号  定員40名 

    [居宅介護支援事業]平成１２年２月１４日指定 富山県指令高第527号 
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指定介護老人福祉施設入所にあたり、入所者に対して契約書および本書面に基づいて重要な事項を

説明しました。 

 

      年      月      日 

 

法 人 所 在 地      富山県南砺市松原６７８番地 1 

      事 業 者 名 称      社会福祉法人福寿会 

   施 設 所 在 地      富山県南砺市井波１３１０番地１ 

   施 設 名 称     特別養護老人ホームいなみ 

   代 表 者 名     理事長 田中 幹夫              

 

 

説明者     職種                                   

 

              氏名                                  

 

 

 

 

私は、契約書および本書面により、事業者から指定介護老人福祉施設入所についての重要事項の説

明を受け、理解した上で同意いたします。 

 

〈入所者〉 

住所                                       

 

氏名                                      

 

 

〈身元引受人〉 

住所                                       

 

氏名                                      

 

続柄                     

 

 

〈身元引受人〉 

住所                                       

 

氏名                                      

 

続柄                     
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（別表 1） 介護保険給付対象サービス料金（居住費、食費を含む基本部分）（１割負担分） 

                              (※日額算定) 

 算定項目 要介護1 要介護 2 要介護3 要介護4 要介護5 

① サービス利用

に係る 

自己負担額 

（１割負担分） 

個 室 589円 659円 732円 802円 871円 

多床室 589円 659円 732円 802円 871円 

② 食費に係る 

自己負担額 

（保険外） 

負担段階別 

第1段階 300円           

第2段階 390円           

第3段階 １ 650円           

第3段階 ２ 1,360円           

上記以外の方 1,700円           

③ 居住費に係る

自己負担額 

（保険外） 

負担段階別 

 

※は令和6年 

8月～適用 

第1段階 
（従来型個室）  320円 

※380円 

（多床室）   0円 

   

第2段階 
（従来型個室）  420円 

※480円 

（多床室）  370円 

※430円   

第3段階 
１ 

２ 

（従来型個室）  820円 

※880円 

（多床室）  370円 

※430円 

上記以外の方 
（従来型個室） 1,171円 

※1,231円 

（多床室）  855円 

※915円  

④ 自己負担 

合  計 

（①+②+③） 

 

従来型個室 

負担段階別 

 

※は令和6年 

8月～適用 

第1段階 
1,209円 

※1,269円 

1,279円 

※1,339円 

1,352円 

※1,412円 

1,422円 

※1,482円 

1,491円 

※1,551円 

第2段階 
1,399円 

※1,459円 

1,469円 

※1,529円 

1,542円 

※1,602円 

1,612円 

※1,672円 

1,681円 

※1,741円 

第3段階 １ 
2,059円 

※2,119円 

2,129円 

※2,189円 

2,202円 

※2,262円 

2,272円 

※2,332円 

2,341円 

※2,401円 

第3段階 ２ 
2,769円 

※2,829円 

2,839円 

※2,899円 

2,912円 

※2,972円 

2,982円 

※3,042円 

3,051円 

※3,111円 

上記以外の方 
3,460円 

※3,520円  

3,530円 

※3,590円 

3,603円 

※3,663円 

3,673円 

※3,733円 

3,742円 

※3,802円 

⑤ 自己負担 

合  計 

（①+②+③） 

 

  多床室 

  負担段階別 

 

※は令和6年 

8月～適用 

第1段階 889円 959円 1,032円 1,102円 1,171円 

第2段階 
1,349円 

※1,409円 

1,419円 

※1,479円 

1,492円 

※1,552円 

1,562円 

※1,622円 

1,631円 

※1,691円 

第3段階 １ 
1,609円 

※1,669円 

1,679円 

※1,739円 

1,752円 

※1,812円 

1,822円 

※1,882円 

1,891円 

※1,951円 

第3段階 ２ 
2,319円 

※2,379円 

2,389円 

※2,449円 

2,462円 

※2,522円 

2,532円 

※2,592円 

2,601円 

※2,661円 

上記以外の方 
3,144円 

※3,204円 

3,214円 

※3,274円 

3,287円 

※3,347円 

3,357円 

※3,417円 

3,426円 

※3,486円 
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ご入所者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己負担額）と食費・ 

居住費に係る自己負担額の合計金額をお支払いいただきます。 

6日以上の入院・外泊の場合は1日当たり320円をお支払いいただきます。（第1段階を除く） 

 

【負担割合】 

一定以上の所得のある 65 歳以上の方は介護保険利用者負担が２割または３割になります。（64 歳

以下の方の利用者負担割合は１割） 

負担割合は介護保険負担割合証をご確認ください。 

 

（別表 ２） 加算となる介護保険給付対象サービス料金（1割負担分） 

日常生活継続支援加算 36円/日 

介護福祉士の有資格者を一定数以上配置しており、かつ

新規入所者の一定数以上が、認知症高齢者や重度者であ

る場合。 

看護体制加算（Ⅰ）ロ 4円/日 常勤の看護師を１名以上配置している場合。 

看護体制加算（Ⅱ）ロ 8円/日 
看護職員を基準数以上配置しており、夜間における連絡

（オンコール）体制を確保している場合。 

夜勤職員配置加算（Ⅲ）ロ 16円/日 

17：00～翌朝 9：00の夜勤帯（施設が設定する）に介護

職員・看護職員を基準数以上配置し、かつ夜勤帯を通じ

て看護職員または喀痰吸引等の実施ができる介護職員を

配置した場合。 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10円/月 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や

必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドライン

に基づいた改善活動を継続的に行い、見守り機器等のテ

クノロジーを１つ以上導入し、1 年以内ごとに 1 回、業

務改善の取組による効果を示すデータの提供を行ってい

る場合。 

安全対策体制加算 20円/回 

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対

策部門を設置し体制が整備されている場合。 

※入所時に 1回を限度として算定。 

認知症チームケア 

推進加算（Ⅰ） 
150円/月 

入所者のうち、認知症者の占める割合が 2分の1以上で

あり、認知症の予防等に資する介護の指導に係る研修を

修了している者を１名以上配置し、複数人の介護職員か

ら成るチームを組んで個別に症状の評価をしてチームケ

アを実施、定期的な評価、振り返り、計画の見直し等を

行っている場合。 

認知症チームケア 

推進加算（Ⅱ） 
120円/月 

（Ⅰ）において、認知症の予防等に資する介護に係る研

修を修了している者を１名以上配置している場合。 

再入所時栄養連携加算 200円/回 

退院して再入所する際に厚生労働大臣が定める特別食等

を必要とする者であって、施設の管理栄養士と当該病院

又は診療所の管理栄養士と連携し栄養ケア計画を策定し

た場合。 

※入所者 1人につき1回を限度として算定。 

退所時栄養情報連携加算 70円/回 

厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者であっ

て、管理栄養士が退所先の医療機関等に対して、栄養管

理に関する情報を提供した場合。 

※1月につき1回を限度として算定。 

療養食加算 6円/回 療養食を提供した場合。※1食ごとに算定。 
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経口維持加算（Ⅰ） 400円/月 

摂食・嚥下障害や認知機能の低下が著しい入所者に対

し、経口維持のため、多職種が食事の観察や会議を行い、

経口維持計画を作成した場合。 

協力医療機関連携加算 

100円/月 

※令和7年4月～ 

50円/月 

協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入

所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催し

ている場合。 

高齢者施設等感染 

対策向上加算（Ⅰ） 
10円/月 

医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策

に関する研修又は訓練に 1年に 1回以上参加し、協力医

療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発

生時等の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等

に協力医療機関等と連携し適切に対応している場合。 

高齢者施設等感染 

対策向上加算（Ⅱ） 
5円/月 

医療機関から、3 年に 1 回以上施設内で感染者が発生し

た場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合。 

新興感染症等施設療養費 240円/日 

入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した

場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確

保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適

切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行

った場合。 

※1月に1回、連続する5日を限度として算定。 

看取り介護加算（Ⅰ）1 72円/日 
看取り介護の体制ができていて死亡日以前 31 日以上 45

日以下に加算。 

看取り介護加算（Ⅰ）2 144円/日 
看取り介護の体制ができていて死亡日以前 4 日以上 30

日以下に加算。 

看取り介護加算（Ⅰ）3 680円/日 
看取り介護の体制ができていて死亡日以前 2日又は 3日

に加算。 

看取り介護加算（Ⅰ）4 1,280円/日 看取り介護の体制ができていて死亡日に加算。 

外泊時費用 246円/日 
病院等へ入院した場合及び居宅などへ外泊を認めた場

合。※月6回限度として算定。 

初期加算 30円/日 
入所日から 30 日以内の期間算定。30 日以上の入院後の

再入所も同様に算定。 

退所時情報提供加算 250円/回 

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機

関に対して入所者等を紹介する際、入所者等の同意を得

て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を

提供した場合。 

※入所者等 1人につき1回に限り算定。 

※令和6年6月廃止 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

所定単位数の 

8.3% 

介護人材を確保して、適切なサービスの質を保つための

もの。 

※令和6年6月廃止 

介護職員特定処遇 

改善加算（Ⅰ） 

所定単位数の 

2.7% 

技能・経験を持ったリーダー級の職員の処遇改善をはか

るもの。 

※令和6年6月廃止 

介護職員等ベースアップ等 

支援加算 

所定単位数の 

1.6% 

職員の処遇改善と環境整備を行うことで、安定した人材

確保をはかるためのもの。 

処遇改善加算を取得しており、加算額の一定以上を賃金

改善に充てた場合。 

※令和6年6月～ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

所定単位数の 

14.0% 

職場環境の改善や賃金体系等の整備をし、経験技能のあ

る介護職員を一定割合以上配置する等、介護人材を確保

して、適切なサービスの質を保つためのもの。 
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◎印…介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から 

【科学的介護情報システム ＝ ＬＩＦＥ ライフ】を用いて入所者のデータを厚生労働省に提出した 

場合に掛かる加算 

個別機能訓練加算（Ⅰ） 12円/日 

常勤専従の機能訓練指導員を所定の数配置し、入所者ご

とに個別機能訓練計画を作成し機能訓練を実施した場

合。 

◎個別機能訓練加算（Ⅱ） 20円/月 

個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している入所者について、

個別機能訓練計画の内容等を厚生労働省に提出し、なお

かつ必要な情報を活用している。 

※（Ⅰ）（Ⅱ）併算可。 

◎ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） 30円/月 

入所者全員に対して、6 か月間のＡＤＬ値を測定し測定

した日が属する月ごとに厚生労働省に提出している。 

評価対象入所者等の調整済みＡＤＬ利得を平均して得

た値が 1以上である。 

◎褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 3円/月 

入所者ごとに褥瘡の発生に係るリスクについて施設入

所時に評価し、かつ 3か月に1回以上評価を行っていて、

褥瘡が認められ、又は褥瘡の発生に係るリスクがあると

された入所者に対し、多職種協働で褥瘡ケア計画を作

成・褥瘡管理を実施・3 か月に 1 回以上計画の見直しを

行っている場合。かつ厚生労働省に評価と結果を報告し

ている場合。 

◎褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 13円/月 

（Ⅰ）で評価の結果、褥瘡の認められた入所者等につい 

て、当該褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡の発生するリス

クがあるとされた入所者について褥瘡の発生がない事。

※（Ⅰ）（Ⅱ）併算不可。 

◎排せつ支援加算（Ⅰ） 10円/月 

入所者ごとに要介護状態の軽減の見込みについて、施設

入所時に評価し、かつ 3か月に 1回評価を行っていて、

要介護状態の軽減が見込まれる入所者に対し、多職種協

働で原因分析しそれに基づいた支援計画を作成・管理を

実施・3か月に1回以上計画の見直しを行っている場合。 

◎排せつ支援加算（Ⅱ） 15円/月 

（Ⅰ）の算定要件を満たし、施設入所時と比較して、排

尿・排便の状態が少なくとも一方が改善されいずれにも

悪化が無い、又はおむつ使用ありから使用なしに改善し

たり、入所時に尿道カテーテルが留置されていた者につ

いて、尿道カテーテルが抜去されたりした場合。 

◎排せつ支援加算（Ⅲ） 20円/月 

（Ⅰ）の算定要件を満たし、施設入所時と比較して、排

尿・排便の状態が少なくとも一方が改善されいずれにも

悪化が無い、又は入所時に尿道カテーテルが留置されて

いた者について、尿道カテーテルが抜去された、かつ、

おむつ使用ありから使用なしに改善している場合。 

◎科学的介護推進 

体制加算（Ⅰ） 
40円/月 

入所者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の

状況その他の心身の状態等に係る基本的な情報を厚生労

働省に提出している事。必要に応じてサービス計画見直

しに必要な情報を活用している場合。 

◎科学的介護推進 

体制加算（Ⅱ） 
50円/月 

（Ⅰ）の要件を満たし、かつ疾病の状況を厚生労働省に

提出している事。 

 

※事業所の体制変更、入所者の身体状況の変化等により加算内容が変更される場合があります。 
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（別表 ３） 介護保険給付対象外料金 

項目 単位・規格 単価 備考 

理髪料（個人希望） １回 

1,980円 

※令和6年5月～ 

2,200円 

 

入所者が選定する特別な 

食事の提供に要する費用 
 実費  

クラブ活動・施設行事参加費  実費  

電化製品持ち込み料 1台 
900円 

（月額） 
入退所月は 30円（日額） 

預り金管理費 1ヶ月 1,500円  

サービス利用料金口座振替手数料 １ヶ月 実費  
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（別表 ４） 利用料金のお支払い方法 

利用料金は、１ヵ月ごとに計算し、入所者は翌月の２７日までに事業者が指定する方法でお支払い

いただきます。ただし、退所月の利用料金については、請求書の発行日から１０日以内に事業者が指定

する方法でお支払いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※入所者と預金者が同一の場合、その方が在所期間中に永眠された場合は、翌月１５日に限らず請求させ

ていただく場合があります。 

その際は「利用料金お支払のご案内」に記載の指定口座に振込みをお願いいたします。 

 ※要介護度が確定していない場合や振替口座の確認に時間がかかった場合は口座振替が遅れる場合があ

りますのでご了承下さい。 

 ※口座振替手数料は支払者の負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【預金口座振替依頼書の記入】 

  ・入所者（または預金者）の氏名、住所、郵便番号、電話番号を記入 

  ・金融機関名、支店名、口座番号を記入 

  ・金融機関届出印の押印 

 

【利用料の請求】 

・翌月１５日に請求書を発送します。 

同時に前々月分の領収書を発送します。 

【利用料の計算】 

・その月の１日、あるいは入所日～同じ月の

月末、あるいは退所日までを計算します。 

【利用料のお支払い】 

・前月分の利用料は翌月２７日に指定の口座

から振替えられます。 

 

 

【利用料の請求（例）】 

・４月１日～４月３０日分の利用料請求書 

を５月１５日に発送します。 

・３月分の領収書を同時に発送します。 

【利用料の計算（例）】 

・４月１日～４月３０日分の利用料を計算 

します。 

【利用料のお支払い（例）】 

・４月１日～４月３０日分の利用料は指定の口

座から５月２７日に振替えられます。 

２７日が金融機関の休日に当たる場合は 

２７日の翌営業日になります。 
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（別表 ５）        

入所者緊急対応マニュアル 

救急外来受診及び救急車対応 

 

      

 

 

 

 看護職員に連絡指示を仰ぐ              家族に発生時間・状態・状況を連絡 

 

 

 

施設において対応         救急外来等受診      救急車にて搬送  

                           

  

 看護師の指示に従い対応  病院に発生時間・状態・状況を連絡  

                （南砺市民病院 Tel 82-1475）   

 

 

経過を観察 

               施設または病院で家族と合流 

 

 

経過を家族に報告 

            

                   

        

                        家族に発生時間・状態・状況 

                               報告（病院で合流） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時マニュアル 

（発生時間、場所及び状況の把握と確認） 

慌てない・騒がない 

事態発生 

 

Telにて状況報告 

・氏名   ・年令 

・発見時間 ・発生状況 

・バイタル 

・意識の有無等 

・既往歴 

119 Tel 

  （携行する品物） 

・個別ファイル 

・その他必要に応じて対応 
 

移 送 

 

・氏 名          ・生年月日 

・発生、発見時間      ・その時の状況（バイタル等） 

・既往歴、服薬状況     ・体 重 

・食事の状況        ・排 便 

 

病院にて状況報告 
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 （別表 ６）         

特別養護老人ホームいなみ 

看取りに関する指針 

 

１. 当施設における看取り介護の基本理念 

看取り介護は、特別養護老人ホーム入所者が回復不能の状態に陥り、医師の診断のもと、近い将来に

死に至ることが予見された時に、最期の場所及び治療等について本人の意思、並びに家族の意向を確認

した上で、入所者の身体的・精神的苦痛、苦悩をできるだけ緩和し、死に至るまでの期間、その人なり

に充実して納得して生き抜くことができるように日々の暮らしを営めることを目的として援助するこ

とであり、対象者の尊厳に十分配慮しながら終末期の介護について心をこめてこれを行うものとする。 

施設及びその職員は、看取り介護を希望される入所者及びその家族への支援を、最期の時点まで完遂

する責任を負う。また、看取り介護実施中にやむを得ず病院や在宅へ搬送する入所者においても、搬送

先の病院等への引き継ぎ、継続的な入所者及びその家族への支援を行わなければならない。 

２. 看取り介護体制 

  看取り介護の実施にあたっては、医師及び医療機関との連係を図り、医師の指示により管理者を中心

に多職種協働のもとで、入所者及びその家族の尊厳を支える看取りに努めなければならないものとする。 

（１）看取り介護の開始における自己決定と説明義務 

  看取り介護の開始は、以下の手順によることとする。 

１）特別養護老人ホームにおける看取り介護の基本理念を明確にし、本人または家族に対し生前意思（リ

ビングウィル）の確認を行っておく。 

２）医師による診断により、一般に認められている医学的知見から判断して回復の見込みがないと判断

され、かつ、医療機関での対応の必要性が薄いと判断した対象者につき、医師より入所者または家族

にその判断内容を説明する。 

更に、看取り介護に関する計画を作成し、計画内容を説明したうえで、終末期を施設で介護を受けて

過ごすことに同意を得て、看取り介護の開始となる。 

３）看取り介護実施にあたり、本人または家族に対し、医師または協力病院から十分な説明が行われ、

本人または家族の同意を得る。（インフォームドコンセント） 

   また、施設は入所者又はその家族に対し、看取り介護体制について以下の点を説明し、理解と同意

を得る。 

  ① 施設における医療体制 

・常勤医師の配置がないこと、医師とは協力医療機関とも連携し必要時は24時間の連絡体制を確保

して必要に応じ健康上の管理等に対応すること。 

・夜間は医療スタッフが不在で、看護師は緊急時の連絡により駆けつけるオンコール体制であるこ

と。 

② 病状の変化等に伴う緊急時の対応については看護師が医師との連絡をとり判断すること。夜間に

おいては夜間勤務職員が夜間緊急連絡体制にもとづき看護師と連絡をとって緊急対応を行なうこと。 

③ 家族との24時間の連絡体制を確保する必要があること。 

４）看取り介護においてはそのケアに携わる管理者、生活相談員、介護支援専門員、看護師、栄養士、

介護職員等従事する者が協働し、看取り介護に関する計画書を作成し、入所者の状態又は家族の求

めに応じ、随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得て看取り介護を適切に行うこと。尚、

必要に応じて適宜、計画内容を見直し、変更する。 
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（２）医師・看護師、その他の職員の体制 

１）看取り介護実施にあたり嘱託医師又は、協力病院医師等との情報共有による看取り介護の協力体制

を築くものとする。 

２）看護師は医師の指示を受け看護責任者のもとで入所者の疼痛緩和等安らかな状態を保つように状態

把握に努め、入所者の状況を受け止めるようにする。又日々の状況等について随時、家族に対して説

明を行い、その不安に対して適宜対応する。 

３）医師による看取り介護の開始指示を受けて、カンファレンスに基づき多職種による看取り介護計画

書を作成し実施するものとする。 

○看取り介護実施における職種ごとの役割 

（管理者） 

1）看取り介護の総括管理 

2）看取り介護に生じる諸課題の総括責任 

（医 師） 

1）看取り介護期の診断 

2）家族への説明（インフォームドコンセント） 

3）緊急時、夜間帯の対応と指示 

4）各協力病院との連絡、調整 

5）定期的カンファレンス開催への参加 

6）死亡確認、死亡診断書等関係記録の記載 

（生活相談員、介護支援専門員） 

1）継続的な家族支援（連絡、説明、相談、調整） 

2）看取り介護にあたり多職種協働のチームケアの連携強化 

3）定期的カンファレンス開催への参加 

4）緊急時、夜間帯の緊急マニュアルの作成と周知徹底 

5）死後のケアとしての家族支援と身辺整理 

（看護職員） 

1）医師または協力病院との連携強化 

2）看取り介護にあたり多職種協働のチームケアの確立 

3）看取り介護に携わる全職員への死生観教育と職員からの相談機能 

4）看取り介護期における状態観察の結果に応じて必要な処置への準備と対応 

5）苦痛の緩和 

6）急変時対応マニュアルに基づく勤務体制（オンコール体制） 

7）随時の家族への説明と、その不安への対応 

8）定期的カンファレンス開催への参加 

（栄養士） 

1）入所者の状態と嗜好に応じた食事の提供 

2）食事、水分摂取量の把握 

3）定期的カンファレンス開催への参加 

4）必要に応じて家族への食事提供 
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（介護職員） 

1）きめ細かな食事、排泄、清潔保持の提供 

2）身体的、精神的緩和ケアと安楽な体位の工夫 

3）十分なコミュニケーション 

4）看取り介護の状態観察、食事・水分摂取量の把握、浮腫、尿量、排便量等のチェックと 

きめ細かな経過記録の記載 

5）定期的カンファレンス開催への参加 

6）生死の確認のため細かな訪室 

（３）看取り介護の施設整備 

１）尊厳ある安らかな最期を迎えるために個室または静養室の環境整備に努め、その人らしい人生を全

うするための施設整備の確保を図る。 

２）施設での看取り介護に関して、プライバシーを確保するため、個室又は静養室の利用が可能となる

よう配慮を行い、家族の協力体制（家族面会、付き添い等）への支援を行う。 

（なお、家族が泊まりを希望する場合、看取りの個室に家族宿泊用のベッドをセットすることは家族

への便宜を図ることであり、個室の条件から外れるものではない。） 

３）入所者あるいは家族が希望された場合、多床室でも看取り介護を行う。 

   その際も、プライバシーの確保には十分な配慮を行う。 

３. 看取り介護の具体的内容 

（１）入所者に対する具体的支援 

Ⅰ.ボディケア 

・ バイタルサインの確認  

・ 環境の整備 

・ 安寧、安楽への配慮  

・ 清潔への配慮  

・ 適切な栄養と水分補給 

・ 適切な排泄ケア 

・ 発熱、疼痛への配慮  

Ⅱ.メンタルケア 

・ 身体的苦痛の緩和  

・ コミュニケーションの重視 

・ プライバシーへの配慮 

・ 全てを受容してニーズに沿う態度 

Ⅲ.看護処置 

・ 医師の指示に基づき必要な点滴や酸素吸入等の看護処置 

（２）家族に対する支援 

・ 話しやすい環境づくり  

・ 家族関係に配慮ある支援  

・ 希望や心配ごとに真摯な対応  

・ 家族の身体的、精神的負担の軽減のための配慮  

・ 死後の援助 
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４. 夜間緊急時の連絡と対応 

夜間緊急時の連絡・対応マニュアルによって適切な連絡を行う。 

５. 協力医療機関との連携体制 

協力医療機関である南砺市民病院との連携により、365日、24時間の連絡体制を確保して必要に応じ、

健康上の管理等に対応することができる体制をとる。 

６. 担当責任者 

夜間緊急対応および看取り介護については、看護師のうち1名を定めて、これを責任者とする。 


